
＊＊＊ 新班長さんへ ＊＊＊ 

朝日が丘自治会 班長の職務   

任期： １年（３月中旬～翌年３月中旬） 総会後の引き継ぎで交代 

班長の職務 頻度 

1. 回覧をまわす 毎月２回 （２日、１６日） 

2. 班の代表として定例会へ出席 毎月 第２土曜日 １９：００～ 

3. 自治会費の集金（募金１と一緒に） ４月下旬 

4. 募金１ （赤十字 ・ 社協賛助金） ４月下旬 

5. 募金２ （赤い羽根 ・ 年末助け合い） １０月下旬 

6. 新規入会・退会と理由の連絡 （会長へ） 随時 

7. 新生児誕生・会員弔事の連絡 （会長へ） 随時 （慶弔見舞金）  

8. 自治会行事への参画 （お祭り、敬老会 他） 随時 （ ５月、１０月、１１月 ） 

9. 自主防災隊員としての活動  大規模災害時 

10. 廃棄物減量等推進協力員 随時 

「朝日が丘自治会」では、一つ班の平均が２５世帯なので、約２５年に一度の役目です。 

（生涯で２度くらいです） 班の代表として、この１年間よろしくお願いいたします。 

 

＊＊＊皆さんが交替で役を引き受けることで、最小のコストでこの町の安全が

守られ、皆さんの家族の生活が守られます。 

明日起こるかも知れない「大規模災害」の時に、「自助」の次に必要なのが自

治会を中心とした「共助」です。＊＊＊ 


